
「高齢者の交通事故防止推進強化月間」
期間：10月15日（木）～11月14日（水）

　◎日没が早まる秋以降は、夕暮れ時から夜間にかけて交通事故の多発が懸念されます。
　◎具体的な行動で交通事故防止！

「高齢者世帯訪問事業」を実施

　交通事故と詐欺被害及び防災意
識の高揚を図り、交通事故・犯罪
被害・災害から高齢者を守ること
を目的に９月 30日（水）鮎貝地
内で実施しました。

▲交通安全母の会が主体となり、各関
係機関団体も積極的に活動に参加し、
安全・安心のまちづくりに大活躍

歩行者

・いつもの道でも油断せず、「いつでも・どこでも安全確認」をしましょう。
・夕方からの外出の際は、明るい色の服装とピカピカ光る夜光反射材を身に着けま
   しょう。

運転者

・横断歩道では「横断歩行者絶対優先」の交通ルールを遵守し、横断者がいる時は
   必ず一時　停止して安全に横断させましょう。
・子どもや高齢者を見かけたら、その行動に注意し、思いやり運転をしましょう。
・飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない。
・全ての座席で必ずシートベルト・チャイルドシートを着用しましょう。
・夕暮れ時は早めにライトを点灯しましょう。

「全国地域安全運動」
期間：10月11日（日）～20日（火）
～10月11日「安全・安心なまちづくりの日」～
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◎運動の重点
１．住宅を対象とした侵入犯罪防止
　　日頃から地域住民とのあいさつ等コミュニケーショ
　ンをとり、知らない人には積極的に「こんにちは」な
　どの声をかけましょう。
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２．振り込め詐欺防止
　　手口はどんどん巧妙になっています。
　電話でお金を要求されたら、家族や警察にまず相談！

３．子供と女性の犯罪被害防止
　　地域で、子供達の投稿下校にあわせて、花の水やり
　や道路の清掃、買い物など普段の生活を通じた「なが
　ら見守り」に努めましょう。 


